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①南鷹巣団地･･･鷹巣字平崎上岱13‐2★
簡易耐火２階建３ＬＤＫ　月額13,900～27,400円
トイレ：汲取　給湯：無　浴室：浴槽無
②胡桃館団地･･･綴子字胡桃館2★
簡易耐火２階建３ＬＤＫ　月額16,200～31,800円
トイレ：水洗　給湯：無　浴室：浴槽無
③林岱団地･･･八幡岱新田字林岱89‐1★
木造平屋１戸建３ＤＫ　月額9,700～19,000円
トイレ：水洗　給湯：無　浴室：浴槽無
④三両団地･･･阿仁水無字寺後1‐5★
木造平屋１戸建３ＤＫ　月額11,100～20,400円
トイレ：水洗　給湯：無　浴室：浴槽有
⑤サンコーポラスなかたい住宅･･･鷹巣字東中岱51‐1
鉄筋コンクリート造５階建３ＤＫ　月額41,500円
トイレ：水洗　給湯：無　浴室：浴槽有

※★印の住宅は単身入居できません

【入居資格】○収入基準を満たすこと
○住宅に困窮していることが明らかなこと
○市税等を滞納していないこと
【敷金】　家賃の３か月分（退去時までの預り金）
【受付期間】　第１回11月５日（火）～11日（月）
　　　　　　第２回11月15日（金）～21日（木）
　　　　　　※土日を除く
※第２回の募集住戸については、11月13日以降に
お問い合わせください
【申込み先】　都市計画課（森）／生活課（鷹）／合川
総合窓口センター／阿仁総合窓口センター

市営住宅
入居者募集

【現地案内の日時】　第１回　11月６日（水）又は７
日（木）／第２回　11月18日（月）又は19日（火）
※ご希望の方は希望日の前日までに電話等でお申込いた
だき、当日は住宅所在地の庁舎ホールにお越し願います

　　都市計画課都市計画住宅係　☎72̶5246問

（共益費800円）

　秋田県最低賃金は臨時、パート、アルバイトなど、
県内すべての労働者に適用され、労使合意の上で
あっても、最低賃金以上の賃金を支払わないこと
は最低賃金法違反となります。
　詳しくは、お問い合わせください。
　　秋田労働局賃金室　☎018‐883‐4266問

必ずチェック最低賃金必ずチェック最低賃金
使用者も、労働者も使用者も、労働者も

時間額「６６５円」時間額「６６５円」【10月26日発効】【10月26日発効】

労働保険の加入手続きはお済みですか労働働保保険険のの加加入入手手続続ききはおお済済みみでですすかか労働保険の加入手続きはお済みですか

　労働保険（労災保険・雇用保険）は、農林水産
業の一部を除き、労働者を１人以上使用する全て
の事業主が、事業主及び労働者の意向に関わらず
加入することになっています。
　加入されていない場合は、早急に最寄りの労働
基準監督署またはハローワークにご相談ください。
　　秋田労働局労働保険徴収室　☎018‐883‐4267問

11月は「労働保険適用促進強化期間」です11月は「労労働保険適適用促進強化化期間」です11月は「労働保険適用促進強化期間」です
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の納期限税 12月２日
国民健康保険税 第５期

年末調整説明会の開催について
　官公庁・法人及び個人（白色事業者）の源泉徴収
義務者を対象に説明会を開催します。

　　大館税務署法人課税部門　☎0186‐42‐0671問

１回目　［受付］９：30～　［説明会］10：00～12：00
２回目　［受付］13：30～　［説明会］14：00～16：00

【日時】　11月20日（水）

【場所】　大館市民文化会館　中ホール
【持参書類】　年末調整関係書類（対象者に送付します）

個人住民税の特別徴収個人住民税の特別徴収
　個人住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収と同
様に、事業主が従業員に毎月支払う給与から個人住
民税を天引きし、各従業員のお住まいの市町村に納
入していただく制度です。
　地方税法第321条の４の規定により、所得税を徴
収する義務のある事業所は、個人住民税も特別徴収
をしていただく義務があります。
■個人住民税　特別徴収Ｑ＆Ａ
Ｑ．今まで普通徴収でよかったのに、なぜ来年から？
Ａ．今までも法令により特別徴収が義務付けられて
いましたが、それが徹底されていませんでした。そ
のため、県内の全ての市町村では法令順守と納税者
の税負担の公平性の確保の観点から、平成26年度
より一斉実施することとなりました。
Ｑ．パートやアルバイトでも特別徴収が必要？
Ａ．パートやアルバイトの従業員であっても特別徴
収していただく必要があります。
　ただし、給与の支払いが毎月でないなどの場合
は、この限りではありません。
　　税務課市税係　☎62̶1116問

平成26年度から県内全ての市町村で一斉実施平成26年度から県内全ての市町村で一斉実施

11月23日（土）13時30分～

第23回北秋田鷹巣祇園太鼓審査会第2233回回北北秋秋田田鷹鷹巣巣祇祇園園太太鼓審鼓審審査査会会第23回北秋田鷹巣祇園太鼓審査会

日時

会場 文化会館 入場無料

　　北秋田鷹巣祇園太鼓審査会実行委員会　☎62‐9866
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